
市民配布用 

デジタル普通騒音計の貸し出しについて 
騒音計では，その場の音の大きさ（デシベル）が確認できます。 

（録音機能や測定結果の保存機能はありません。） 

 

 

〇 貸し出しまでの流れ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・貸し出した騒音計による測定結果についての証明等はいたしません。ご自身の責任にお

いてご利用ください。 

・故意または重大な過失により、騒音計に故障等が生じた場合は、借受者の責任で修理ま

たは弁償していただきますのでご了承ください。 

 

＜問い合わせ先＞ 

福岡市環境局環境監理部環境保全課 騒音・振動係 

福岡市中央区天神１丁目８－１ １３階 TEL: 092-733-5386 

環境保全課に連絡（７３３-５３８６） 
※ メール・FAX による受付不可 

【貸し出し中の場合】 

貸し出し日の決定 

貸し出し可能となり次第、環境保全課より連絡 
※ 連絡がつかない場合、次の方を優先させていただく場合があります。 

事
前
予
約 

貸
出
日 

環境保全課に来庁 

（福岡市役所本庁舎 13 階、開庁時間 8：45～18：00 年末年始，土日祝日を除く） 
※１ 貸し出し日時の変更については事前に連絡をしてください。 

連絡なしに来庁されない場合は予約を取り消させていただきます。 

※２ 代理の方が来られる場合も事前に連絡をしてください。 

・貸出申請書のご記入と本人確認 
※ 免許証等、住所・氏名が確認できる書類をお持ちください。 

なお、印鑑は不要です。 

・使用方法の説明（10 分程度）       

貸し出し 
※ 又貸しは禁止です。 

福岡市にお住まいの方（事業者を除く）に貸し出しを行っています。 

貸し出し期間は最長 7 泊 8 日で、無料でご利用いただけます！ 

貸
出
期
間 

返却 
※ 期限厳守でお願いします。 

ケース込で 

2kg 程度 


